
広報  2023.9.1 5 マークはヤマトン健康ポイント対象事業です。詳しくは健康づくり推進課☎（260）5803へ。

　

市
民
、
議
会
、
行
政
の
代
表
者
で
組
織

さ
れ
る
大
和
市
基
地
対
策
協
議
会（
会
長

：

古
谷
田
力
市
長
）は
、
7
月
31
日
、
外
務
省
、

駐
日
米
国
大
使
館
、
総
務
省
、
防
衛
省
を

訪
問
し
、「
令
和
5
年
度
厚
木
基
地
の
早
期

返
還
と
基
地
対
策
の
抜
本
的
改
善
に
関
す

る
要
望
書
」を
提
出
し
ま
し
た
。

　

要
望
書
で
は
、
厚
木
基
地
に
起
因
す
る

諸
問
題
の
解
決
と
市
民
負
担
の
解
消
に
向

け
、
厚
木
基
地
の
整
理
・
縮
小
・
返
還
を

求
め
る
と
と
も
に
、航
空
機
の
騒
音
対
策
・

安
全
対
策
の
徹
底
や
基
地
施
設
の
安
全
対

策
の
徹
底
に
つ
い
て
、
第
一
種
区
域
等
の

見
直
し
や
住
宅
防
音
工
事
助
成
事
業
に
つ

い
て
、
防
衛
関
連
の
補
助
金
・
交
付
金
や

建
築
物
等
の
高
さ
制
限
に
伴
う
負
担
を
補

う
新
た
な
施
策
等
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
、

厚
木
基
地
の
利
活
用
等
に
つ
い
て
要
望
し

ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
外
務
省
の
山や

ま

だ田
賢け

ん

じ司
外

務
副
大
臣
は「
米
軍
機
に
よ
る
騒
音
問
題

は
、
騒
音
規
制
措
置
の
遵
守
を
含
め
地
元

に
与
え
る
影
響
が
最
小
限
と
な
る
よ
う
引

き
続
き
働
き
か
け
を
継
続
し
て
い
く
。
環

境
保
全
対
策
に
つ
い
て
は
、
環
境
補
足
協

定
や
日
米
合
同
委
員
会
合
意
を
適
切
に
運

用
し
な
が
ら
引
き
続
き
必
要
な
努
力
を
尽

く
し
て
い
く
。
米
軍
人
等
に
よ
る
事
件
・

事
故
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
日
米
間
で

協
力
し
て
防
止
に
取
り
組
ん
で
い
く
」な
ど

と
回
答
し
ま
し
た
。

　

米
国
大
使
館
の
キ
ー
ガ
ン
・
デ
ラ
ン

シ
ー
安
全
保
障
政
策
課
課
長
補
佐
は「
地
元

市
や
日
本
政
府
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
継
続
し
て
行
う
こ
と
は
重
要
で
あ

る
。
厚
木
基
地
は
地
域
の
安
全
保
障
に
と
っ

て
大
変
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
日
本
を
守

る
と
い
う
条
約
上
の
義
務
に
引
き
続
き
コ

問
市
役
所
基
地
対
策
課
基
地
対
策
係
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ミ
ッ
ト
す
る
」な
ど
と
述
べ
ま
し
た
。

　

総
務
省
の
尾お

み身
朝あ

さ
こ子
総
務
副
大
臣
は「
基

地
交
付
金
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
予
算

総
額
の
確
保
に
努
め
て
い
く
」な
ど
と
回
答

し
ま
し
た
。

　

防
衛
省
の
山や

ま

の野
徹と

お
る

地
方
協
力
局
次
長
は

「
基
地
周
辺
の
騒
音
軽
減
に
つ
い
て
は
、
周

辺
住
民
の
負
担
を
可
能
な
限
り
軽
減
で
き

る
よ
う
引
き
続
き
最
大
限
努
力
し
て
い
く
。

空
母
艦
載
機
の
着
陸
訓
練（
Ｆ
Ｃ
Ｌ
Ｐ
）に

つ
い
て
は
、
硫
黄
島
で
の
実
施
を
米
側
に

繰
り
返
し
求
め
て
い
く
と
と
も
に
、
馬
毛

島
に
お
け
る
施
設
整
備
を
進
め
早
期
の
運

用
開
始
を
目
指
す
。
第
一
種
区
域
等
の
見

直
し
に
つ
い
て
は
、
騒
音
度
調
査
で
騒
音

の
実
態
を
評
価
し
、
そ
の
内
容
を
十
分
説

明
の
う
え
見
直
し
を
行
っ
て
い
く
。
住
宅

厚
木
基
地
に
起
因
す
る
市
民
負
担
の
解
消

や
基
地
周
辺
対
策
等
の
拡
充
な
ど
を
要
請

大
和
市
基
地
対
策
協
議
会
が
要
請
活
動
を
実
施

防
音
工
事
に
つ
い
て
は
、
待
機
世
帯
の
解

消
に
努
め
る
。
建
築
物
等
の
高
さ
制
限
に

つ
い
て
は
、
厚
木
基
地
が
過
密
し
た
市
街

地
に
所
在
し
さ
ま
ざ
ま
な
負
担
を
か
け
て

い
る
こ
と
か
ら
、
周
辺
対
策
の
実
施
に
当

た
り
障
害
の
実
態
等
を
踏
ま
え
適
切
に
対

応
し
て
い
く
。
厚
木
基
地
の
利
活
用
に
つ

い
て
は
、
米
側
と
調
整
を
行
う
な
ど
必
要

な
支
援
を
行
っ
て
い
く
」な
ど
と
回
答
し
ま

し
た
。

　

同
協
議
会
で
は
、
今
後
も
厚
木
基
地
に

起
因
す
る
諸
問
題
の
解
決
に
取
り
組
む
と

と
も
に
、
市
民
の
負
担
解
消
と
多
大
な
負

担
に
見
合
っ
た
国
の
補
助
・
支
援
等
を
求

め
て
い
き
ま
す
。

外務省（山田外務副大臣 右奥から2人目）への要請活動

総務省（尾身総務副大臣 右奥)への要請活動

防衛省（山野地方協力局次長 右から4人目）への要請活動




